
が製品而， 制度I而 ともに強化 ・ 銘充を必裂とされ，種々改正が

加えられ現在にいたっている。すなわち現行の鉄道司法答察制

度の糠拠は，新刑事訴訟法第 190 条にもとづく司法答祭験日空宇

指定応急行11 1位法(Ill?， 23 ・ 1 2 ・ 9 法律 234 号)となっている。同法第

4 条は ， つぎのように規定している。

li:に J品げる日本国有鉄道の役員または職員で，迩繍大医の定

めるものがその役員または職員の主たる勤務地を管車書する地方

A\:1/'-U fiJrに対応する検察庁の検事正と協議をして指名をしたもの

は， 日本国有鉄道の列車または停車場における現行犯について，

第 l 号に掲げる役凸または職員にあっては， 刑事訴訟法の規定

による司法握手袋員として ， 第 2 号に jl/;げる紋Aにあっては，開l

j去の規定による司法巡査として職務を行う。

(1) 日本国有鉄道の役員， 奴長，駅の助役および1II ~jt区の長

並びに日本固有鉄道の職員で旅客公衆の秩序維持または荷物事

故防止の事務を担当するもの

(2) 日本国有鉄道の駅または車掌区の助役および1111jtならび

に日本国有鉄道の職員で旅客公衆の秩序維持または荷物事故防

止の IIï-務を抱当するもの

本条にもとづいて現行鉄道司法主主祭制度を阪説する。

l 指定戦名

条文によると国鉄の役員 ・ 1俊民のうちから指名されることに

なっているが，実際には役只の指名は I'Tわれていない。指定さ

れている職は， 司法答察員の職務を行う者にあっては駅長 ・ 111

鉱区長 ・ 駅 DJJ役， 司法巡査の験主告を行う者にあっては駅助役 -

111掌区助役 ・ 平準: ・ 警備掛となっている。これら殺Aは)lli輸省

告示(Ill?， 29 . 4 ・ 5 第 134 号)により ， 鉄道

行班l局長から|刻係検事正と協議の上指名

され， 検IIj:正から司法主主祭服員として服

務を行う者の吉正裂の交付を受ける。なお

l雪鉄としては，この職務にある者の l当党

の15織と部外者ーからの識別を容易にする

ため，白木固有鉄道公示により鉄道司法

響里美験nのき主主を 1LïJ定し， はい用 させて 鉄道司法答集戦日徽T，!:

いる。

国鉄には， これら駿員が全国絡要な地区につき'のように配位

されている(昭和 32 年度)。

司法主主主をぬの職務を行う者

駅長 825 1 1ï 掌区長 119 以助役 228 計 1,172 

司法巡笠の職務を行う者

駅助役 1,191 車掌区助役 288 車拡 2,869 

答日H l卦 101 計 4,449 合計 5,621 

2 職務純凶

本条によれば， 鉄道司法審察職員の職務縮限は，国鉄の列車

または停車場における現行犯となっているので，現行犯罪であ

るか吉り全犯罪に対して捜査権限があるわけであるa しかし鉄

道司法答策制度の制定ならびにl時代に即応した改正の趣旨は，

国鉄内における旅客公衆の秩序維持と荷物事故の防止のために

あるので，これに|刻述のない犯罪にまでおよぶことは適当でな

いと考えられる。昭和 21 ・ 9 司法省刑事局長はこうした基本的

な考え方にたって， 勅令第 528 号が~t化砿充された際 L鉄道司

法後祭は列車・停車場における犯採について捜査の権限を有す

るものであるが， 鉄道司法告書祭の本旨にかんがみ鉄道蛍業法違

反， 窃琵i . 'lnllt.i ・ 詐欺 ・ 恐喝 ・ 横領 ・ 舵物 ・ 傷害 ・ 脅迫の採に

ついてのみ捜査するのが適当であり，他の犯罪にはふれないよ

う 1 に，制限通達を発している。ただしIlH和 23 年新刑事訴訟

法の制定に伴ないこの通達は事実上は消滅している。なお職務

てつどうしぼ

範聞は前述のように列車 ・ 停車場となっているが， 職務仔伎の

場所は司法瞥祭戦]:.\の勤務箇所によって当然分けられることで

ある。すなわち ① 停車場勤務の司法主主祭職員はその勤務停

車湯 ② 111掌区 ・ 車掌支区勤務の司法草手続Jfì'l(J:.\ft.吸務列車内

が職務符伎の場所となるのである。(吉沢武郎)

てつどうしぼん 鉄道資本 鉄道の設備!， 資材， 労務等を般得

するために投下される資本であり ， これにはおよそつぎのよう

な特質がみとめられる。

l 資本の集中性

資本の集中は近代企業に通有の性質であって，ひとり鉄道企

業にのみ特殊な現象ではないが，鉄道においてと くにその傾向

がいちじるしい。古代の通路は人工を加えることな く ， も っぱ

ら天然の地形によったものであるが， その後通路に人工を加え，

簡易ながらも述送兵を使JTlするようになり ， さらに進んで欽.ìñ

のごとく工早問のlìlí絡を設け， 動力に織械力を用い， 高速度の大

企紛送を行うようになって， その経営は大規俊となり多t}買の資

本を裂することとなったのである。こ と に鉄道においては，そ

の建設に当り線路に役 Fする資本が大 と なるにしたがい，辺i送

に要する動力fJ'(はこれに反比例 して節約しうるものであって ，

たとえばできるだけ急勾配(きゅうこうばL 、)を少なくし， 橋梁

(きょうりょう)や築縫を設けて曲線を緩和するときは，これに

よって通路の破狐と巡送具の摩損を防ぐことができ， しかも巡

送速度の地加と巡送の安全をj羽しうるこ と となる。したが って

建設の際多額の資本を投じても，一方において運送経吹を節約

しうることとなるので，まず当初の投資頒を大ならしめねばな

らない。このような資本の集中性は，ひとり線路の建設にとど

まらず， jfVJ力機関，巡綴具合についても問機の際I!IIに支配される。

たとえば級以l事の形式が大きくなって列車の稼号 I (けんいん)両

数が1科大しても ， 同-É停をもって乗務員を附加する必裂はない。

したがって輸送の単位を大きく するこ と は，相対的に費用を節

約することとなるのである。

2 資本の固定性

このように鉄道の建設には資本の集中を必裂とするが， いっ

たん投下された資本の多くは，ふたたびこれを他の鉄道以外の

ものに転問することができない。たとえば多綴の政府を投じて

盛土した線路敷地は，その土をとり去らねば則地にすることさ

えできないし， うがたれた隆道(ずいどう)は使用を中止した後

は経政回収の途がないのである。しかも鉄道の投下資本中には

このような部分が多くを占めているのであるから， その大部分

は固定的性質をもつものであるといわねばならない。

鉄道資本はこのような特質によって，多昔日のしかも長j~Jの資

本調達を必姿とするが，このためわが国の地方欽一泊については，

鉄道事業全体を 1 つの設備として鉄道財閥を設定し，これを担

保権の B的と する鉄道抵当法(明治 38 ・ 3 法律第 53 号)の定めが

ある。

わが国における鉄道資本は，明治 3 年の新婦 ・ 横浜開鉄道建

設以来，官私鉄道の発展に伴ない逐年治加して， 昭和 31 年度末

の総資本額は， 国鉄 1 ， 333 ， 109 ，420 千円， 地方鉄道 216，566 ，61 2

千円(140 社)を示している。

鉄道資本のうち固定資産への投資額がその大部分を占め， 鉄

道企業の特質を示していることは上に述べたとおりであって，

31 年度の突献によれば，地方鉄道においては固定資産への投資

傾は総資本の 84 % を， 国鉄においては同じく 96 % を占めてお

り ， 一般企業にくらべていちじるしく高率を示している ( 日銀調

査による昭和131 年下期全国主要企業経営分析によれば， 全産業

において 51 % ， 製造業において 41 % を示している)。
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